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青森市指定障害者支援施設の事業の人員、設備及び運営に関する 

基準等を定める条例（平成二十四年条例第七十六号）の一部改正【第二条関係】 

新旧対照表 

改正後 改正前 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一～三 [略] 

四 指定障害福祉サービス等費用基準額 指

定障害福祉サービス等につき法第二十九条

第三項第一号に規定する主務大臣  が定

める基準により算定した費用の額（その額

が現に当該指定障害福祉サービス等に要し

た費用（特定費用（法第二十九条第一項に

規定する特定費用をいう。以下同じ。）を

除く。）の額を超えるときは、当該現に指

定障害福祉サービス等に要した費用の額）

をいう。 

五・六 [略] 

２ [略] 

 

 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

一～三 [略] 

四 指定障害福祉サービス等費用基準額 指

定障害福祉サービス等につき法第二十九条

第三項第一号に規定する厚生労働大臣が定

める基準により算定した費用の額（その額

が現に当該指定障害福祉サービス等に要し

た費用（特定費用（法第二十九条第一項に

規定する特定費用をいう。以下同じ。）を

除く。）の額を超えるときは、当該現に指

定障害福祉サービス等に要した費用の額）

をいう。 

五・六 [略] 

２ [略] 

 

 

 


